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クリーン但馬10万人大作戦の実施について（お願い） 
 

平素は、市の環境衛生行政の推進につきまして、格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、本年度も美しい街をめざして、下記のとおりクリーン作戦の実施をお願いしますこと

とあわせて、啓発ポスターを同封いたしますので、区の会館などへ掲示してください。 

 

記 
 

１ 実施基準日 2025年６月１日（日） 

基準日を設けていますが、各区の事情に応じて随時実施してください。 

２ 実 施 場 所   

区内の幹線道路を中心に実施してください。 

   側溝等の水路土砂の清掃を実施される場合は、実施計画書提出時にお知らせください。 

３ 提 出 書 類  

⑴ 実施計画書・集積場所の地図 ： 実施予定日の10日前までに生活環境課に提出してくださ

い。（FAX可） 

ごみ袋や土のう袋は､計画書提出後 ( または提出時 ) に､生活環境課窓口でお渡しします。 

港地区については､城崎振興局市民福祉課でもお渡しできます｡  

⑵ 実施報告書 ： 実施後 １ 週間以内には､生活環境課に提出してください。 

４ ごみ袋、土のう袋について 

･可燃ごみ（赤い袋）   ・ 不燃ごみ（緑の袋）     ・ 水路土砂（土のう袋) 

処理困難物については､使用する袋の指定はありません。 

５ ごみの集積について 

ごみや処理困難物については､区の会館などにまとめて集積してください。 

 （混ざらないように種類ごとに分けてください）。 

土のう袋に土砂を入れる場合は、草や枝と一緒に入れないで分けて下さい。 

「びん・かん」と「コンクリート片などの人工物」は一緒にせず、分別をお願いします。 

６ ごみの回収について 

基準日(６/１）実施分について、市街地地区は可燃ごみ、不燃ごみ、処理困難物を当日   

回収します。その他の地区は、翌日回収します。 

 家庭や事業所及び区の不用品（ごみ）の収集はしません｡ 

７ 自治会保険 

  自治会保険の対象となるよう地区行事としての位置づけをお願いします。 

８ オオキンケイギクの駆除について                        

オオキンケイギクを根から引き抜き、可燃ごみ袋に入れて集積してください。 

 

                              問合せ先 豊岡市 生活環境課 担当：堀江 

電話：23-5304 FAX：23-0915 


